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第１７号議案 

   尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるも

のとする。 

  令和６年２月２７日提出 

尾張旭市長 柴 田   浩  

   提案理由 

 この案を提出するのは、総合体育館の設備の拡充に伴い、使用料を変更するため必要がある

からである。 

 

尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例（昭和５２年条例第２７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改 正 前 改 正 後 

別表第２（第１１条関係） 別表第２（第１１条関係） 

(１)  尾張旭市総合体育館使用料 (１)  尾張旭市総合体育館使用料 

（単位 円） （単位 円） 

区分 午前9

時 か

ら 午

前 1 1

時 ま

で 

午前1

1時か

ら 午

後1時

まで 

午後1

時 か

ら 午

後3時

まで 

午後3

時 か

ら 午

後5時

まで 

午後5

時 か

ら 午

後7時

まで 

午後7

時 か

ら 午

後9時

まで 

ア リ

ー ナ

（ 競

技 場

） 

全面

につ

き 

3,720 3,720 3,720 3,720 4,980 4,980 

半面

につ

き 

1,860 1,860 1,860 1,860 2,490 2,490 

6 分

の 1

面に

620 620 620 620 830 830 

区分 午前9

時 か

ら 午

前 1 1

時 ま

で 

午前1

1時か

ら 午

後1時

まで 

午後1

時 か

ら 午

後3時

まで 

午後3

時 か

ら 午

後5時

まで 

午後5

時 か

ら 午

後7時

まで 

午後7

時 か

ら 午

後9時

まで 

ア リ

ー ナ

（ 競

技 場

） 

全面

につ

き 

4,020 4,020 4,020 4,020 5,340 5,340 

半面

につ

き 

2,010 2,010 2,010 2,010 2,670 2,670 

6 分

の 1

面に

670 670 670 670 890 890 
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つき 

武 道

場 

剣道

場 1

面に

つき 

1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

柔道

場 1

面に

つき 

1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 

卓 球

室 

卓球

１台

につ

き 

200 200 200 200 200 200 

(略) (略) (略) 

(略) (略) 

(略) (略) 
 

つき 

武 道

場 

剣道

場 1

面に

つき 

1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 

柔道

場 1

面に

つき 

1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 

卓 球

室 

卓球

１台

につ

き 

210 210 210 210 210 210 

(略) (略) (略) 

(略) (略) 

(略) (略) 
 

(２)～(９) （略） (２)～(９) （略） 

 

附 則 

１ この条例は、令和６年７月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可するものから適用し、同

日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。 


